
 

平成２０年６月２５日 

経 済 産 業 省          

 

 パロマ工業（株）に対する消費生活用製品安全法第３９条に基づく危害防止

命令並びにガス事業者及び LP ガス事業者に対する再点検指示について 

 

 

経済産業省は、消費生活用製品安全法（以下「法」という。）に基づく緊急

命令(平成１８年８月２８日)によりパロマ工業（株）が行っている半密閉式ガ

ス瞬間湯沸器の点検・回収活動等において、点検及び回収もれの事実が認めら

れ、点検及び回収の管理体制が不十分であると認められることから、本日、同

社に対して、法第３９条の規定に基づき再点検及び周知等必要な措置を取るよ

う、さらなる危害防止命令を発動しました。 

また、迅速かつ的確な回収に協力する観点から、ガス事業者・LP ガス事業

者は、パロマ工業（株）に対し、これまで対象製品の所在情報を提供してきま

したが、当該情報について、データベースの誤入力等により一部もれがあった

ことが判明したことから、ガス事業者・LP ガス事業者に対し、これらの再点

検を指示しました。 

 

１．背景 

 

（１）パロマ工業（株）製の半密閉式瞬間湯沸器により、昭和６０年から平

成１７年の間に一酸化中毒事故が２８件発生し、２１人が死亡（３６人重

軽傷）していました。このことから、当省はパロマ工業（株）に対し、平

成１８年８月２８日に消費生活用製品安全法の一部を改正する法律（平成

１８年法律第１０４号）による改正前の消費生活用製品安全法（以下、「法」

という。）第８２条に基づき発出した緊急命令（現在の法第３９条の危害防

止命令に該当。以下「旧緊急命令」という。）を発出し、同社が製造した半

密閉式ガス瞬間湯沸器のうち７機種（PH-81F、PH-82F、PH-101F、PH-102F、

PH-131F、PH-132F 及び PH-161F）（以下「対象製品」という。）の点検及

び回収等を命じ、以後、同社は点検及び回収活動を行ってきました。 

 

（２）しかしながら、平成２０年６月に外部から点検もれが指摘されたこと

を契機として、同社に対し、同月９日付けで法第４０条に基づく報告徴収

を発出し、点検もれの理由及び他に同様の案件がないかについて報告を求

めていました。 

 

（３）平成２０年６月１６日付及び６月２３日付の同社からの報告の結果、

同社の点検及び回収活動に関し、担当者の判断のみで対象機種なし等と判断

しているケースが見られること、また、明確な確認記録が保存されていない

場合があること等、案件管理体制の不備及び一部の点検・回収もれ(１４台)

が認められました。 

 



(注) なお、６月２３日付けのパロマからの報告によれば、これまでの点検・回収もれの

１４台に関しては、何れも使用不能なガス閉栓中等であり、１３台については不正改

造は確認されていません（残り１件は未確認）。これら１４台は、パロマからの報告

によれば、住居表示が同一の別の住宅と錯誤したことによるもの、所有者から対象製

品はないと確認していたものの今回の再点検で再確認をお願いした結果、新たに見つ

かったもの、電話確認のみで非対象製品としていたもの等により、点検・回収もれに

至ったものとしています。 

 

（４）このため、本日、パロマ工業（株）に対し、法第３９条の規定に基づ

き、再点検及び周知等を求める危害防止命令をさらに発動することとしまし

た。 

 

（５）また、ガス事業者及び LP ガス事業者は、パロマ工業（株）の迅速な点

検・回収活動に協力するため、定期的な保安点検等により保有するデータ

ベース等により、パロマ工業（株）の対象製品が存在する可能性がある所

在情報を同社に対して提供する等の協力を行ってきたところです。今回、

パロマ工業（株）が報告徴収に応じ再確認する中で、ガス事業者から対象

製品が存在する可能性があるとしてパロマ工業（株）に対して本来連絡す

べき案件が、東京ガス、東邦ガス及び西部ガスによるデータベースの誤入

力等により連絡されていなかったことが判明しました。６月２４日時点で

のガス事業者の再調査では１４台の対象機種の存在が確認されています。 

 
(注) これまでの調査では、当該ガス会社からの報告によれば、上記１４台については、

データベースの誤入力による機種番号違い等として誤って対象製品ではないと判断さ

れたものです。なお、何れも不正改造は確認されていません。 

 

（６）このため、原子力安全・保安院から、全てのガス事業者及び LP ガス事

業者に対し、データベースの誤入力等の再点検及びパロマ工業（株）への

速やかな連絡等を指示することとしました。 

 

２．採るべき措置内容(パロマに対する危害防止命令の概要)  

 

（１）旧緊急命令に基づく対象製品に関し、所在の可能性があるとしてガス

事業者及び LP ガス事業者から所在情報を受けた製品すべてについて、再点

検を行い、平成２０年８月２５日までに再点検活動を完了させること（既

に現場で点検したことを示す明確な資料が存在するものは除く）。また、

その結果を明確な現場記録等の具体的な証拠とともに平成２０年９月１日

までに提出すること。 

 

（２）新聞、テレビ等を活用して、上記（１）の製品について早急に機器の

点検を受けることについて消費者へ注意喚起を行うこと。 

 

（３）上記（１）、（２）の再点検活動を実施するにあたっては、代表取締

役社長を長とし、従業員等から構成される再点検チームを結成して組織体制



を抜本的に強化するとともに、第三者に具体的な点検活動について監査させ

ること。 

 

（４）上記（１）、（２）の実施状況に関し、再点検活動が完了するまでの

間、毎週、経済産業省に報告すること。 

 

 

３．ガス事業者及び LP ガス事業者に対する指導の概要 

 

（１）パロマ工業（株）に対する旧緊急命令の対象製品に関し、同社が現在行

っている点検及び回収作業の迅速かつ確実な遂行に資するため、同社の要請

に応じて、各ガス事業者及び LP ガス事業者の保有する需要家の消費機器に

関する情報や閉栓・休止情報等を同社に提供すること。 

 

（２）再度、これまでに同社に対する提供情報の中からもれた物件の中に点検・

回収対象機種が存在する可能性について誤記入や誤入力等の事例を参考とし、

データベースを早急に再点検すること。さらに、再点検に基づき、需要家訪

問等を通じてそれらが点検・回収対象機種である可能性があると判断した物

件については、ただちにパロマ工業株式会社に連絡すること。 

 

（３）点検・回収対象機器の発見に資するため、ガス事業者及び LP ガス事業

者としても、各事業者の有している需要家の消費機器情報等を基に、所要の

周知活動を行うこと。 

 

（４）（２）及び（３）の対応作業の結果については、関係団体を通じてとり

まとめ、７月２５日までに原子力安全・保安院に報告すること。 



  

(参考) 平成１８年８月２８日付け緊急命令以後のパロマ工業（株）の点

検・回収作業の概要 

 

○ガス事業法等に基づく定期保安点検等によりガス・LP ガス事業者が保有す

る全世帯の顧客の機器情報から、同社の対象製品を保有している可能性が

ある所在情報を抽出して、同社に対して連絡。 

 

○併せて、同社はテレビや新聞等の広告手段やダイレクトメール、チラシ配布

等により、消費者に対して広く告知を実施。 

 

○上記の所在情報及び消費者からの申出情報に基づき、当該案件(２０年５月

末日時点で同社から報告を受けている件数は総計５２,９４５台。)につい

て、同社及びガス事業者・LP ガス事業者が対象製品の所在を点検・確認の

上、対象製品を保有している場合には同社が回収を実施。 

 

○２０年５月末日時点での同社による報告では、上記の総計のうち、対象製品

がないことが確認されたものが３２,６５５台、対象製品の所在が確認され

たものが２０,０１１台、点検拒否や留守などで対象製品の有無の確認がな

されていないものが２３件となっている。 

 

○同様に２０年５月末日時点での同社による報告では、上記の対象製品が確認

された２０,０１１台のうち、回収が完了したものが１９,９９３台となって

おり、残り１８台は拒否等で回収未了となっている。 

 

○また、同社による報告では、ガス閉栓中のものが２５６件となっている。 

   

            

（本発表資料のお問い合わせ先） 

１．～２．について 

 商務流通グループ製品安全課 

 担当者：佐野、掛川  

電話：03-3501-4707（直通） 

３．について 

 原子力安全・保安院ガス安全課 

 担当者：福島、大谷 

 電話：03-3501-4032（直通） 

 原子力安全・保安院液化石油ガス保安課 

 担当者：田村、五十嵐 

 電話：03-3501-1672（直通） 
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